
後期監査の結果に基づく措置等の状況通知＜後期監査報告書（令和４年３月２４日）＞

「処理」の実施状況
【Ａ：実施済又は決定済】　　　　基準日までに「処理」を実施したもの、又は基準日までに「処理」を実施することを決定したもの ３２件
【Ｃ：実施しないことを決定済】　基準日までに「処理」を実施することはできるが、何らかの理由により実施しないことを決定したもの ２件
【Ｄ：実施することができない】　基準日までに手段が無く「処理」を実施するができないことを確認したもの １件

「再発防止策」又は「改善策」の実施状況

○部局監査

№ 部 課

監
査
項
目

事業名等 監査結果

該
当
ペ
ー

ジ

該
当
箇
所

Ⅰ
「処理」の
実施状況

Ⅱ
「処理」の内容

Ⅲ
「再発防止
策」

又は「改善
策」の実施
状況

Ⅳ
「再発防止策」又は「改善策」の内容

最
終
回
答
基
準
日

1 生
涯
活
躍
部

生
涯
ス
ポ
ー
ツ
推
進
課

収
入
事
務

スポーツ
刊行物売
払収入

【指摘】
　豊田市予算決算会計規則第３５条及び第
３６条において、収入の調定及びその時期
について定められているが、現金が納入さ
れているにもかかわらず、調定手続が行わ
れていなかった。

2
頁

1 Ａ：実施済
又は決定済

　令和３年１２月１０日に調定手続
事務を行った。

Ａ：実施済
又は決定済

　業務引継ぎはもとより、令和３年１２月１０日にマ
ニュアルへ調定手続を必ず行う旨の記載と原符の表紙に
もその旨の記載を行った。

令
和
4
年
3
月
3
1
日

2 都
市
整
備
部

定
住
促
進
課

公
有
財
産
の
管
理

行政財産
目的外使
用料
(市営住宅
目的外使
用料）

【意見】
　豊田市行政財産目的外使用料条例第３条
において、使用料の徴収は前納が原則であ
るが、年度当初から使用しているにもかか
わらず納入義務者に対する通知が令和３年
１０月に行われていた。
　年度当初の早い時期に徴収を行われた
い。

2
頁

2 Ａ：実施済
又は決定済

　令和３年１０月２２日に起案し、
同月２８日に納入義務者に通知し
た。
　その結果、令和３年１１月１７日
に入金を確認した。

Ａ：実施済
又は決定済

　令和４年３月３１日に、通知文の発送時に電子決裁を
元に、全件処理していることを確認するように改めた。

令
和
4
年
3
月
3
1
日

3 市
民
部

市
民
税
課

収
入
事
務

軽自動車
税の減免

【指摘】
　豊田市市税条例第８０条第２項並びに第
８１条第２項及び第３項に軽自動車税等の
減免申請書に記載すべき事項が列挙されて
いるが、豊田市市税の賦課徴収手続等に必
要な様式を定める規則に定められた当該申
請書の様式において、その一部が記載事項
となっていなかった。

3
頁

3 Ｃ：実施し
ないことを
決定済

　国による税務システム標準化（令
和７年度末までに移行）の新たな標
準仕様書が公表される（令和４年８
月頃予定）まで、豊田市市税条例及
び豊田市市税の賦課徴収手続等に必
要な様式を定める規則の改正をしな
いことを、令和４年３月２４日に決
定した。

Ａ：実施済
又は決定済

　令和４年９月１３日に、令和５年９月に豊田市市税の
賦課徴収手続等に必要な様式を定める規則の改正を行う
ことを決定した。

令
和
5
年
1
月
3
1
日

【Ａ：実施済又は決定済】　　　　基準日までに「再発防止策」又は「改善策」を実施したもの、又は基準日までに「再発防止策」又は「改善策」を実施することを決定したもの ３５件
【Ｂ：検討中】　　　　　　　　　基準日において「再発防止策」又は「改善策」を実施すること（又は実施しないこと）を検討しているもの ０件
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№ 部 課

監
査
項
目

事業名等 監査結果

該
当
ペ
ー

ジ

該
当
箇
所

Ⅰ
「処理」の
実施状況

Ⅱ
「処理」の内容

Ⅲ
「再発防止
策」

又は「改善
策」の実施
状況

Ⅳ
「再発防止策」又は「改善策」の内容

最
終
回
答
基
準
日

4 市
民
部

市
民
税
課

収
入
事
務

軽自動車
税減免申
請書（公
益等）

【指摘】
　申請書に必要な申請理由、車種、定置
場、税額等の記載事項が未記入のまま受理
されているものがあった。

3
頁

4 Ａ：実施済
又は決定済

　令和３年１２月１０日に、市民税
課で該当車両の調査を行い、職権で
補記した。

Ａ：実施済
又は決定済

　令和３年１２月１０日から減免申請書を生活福祉課で
受け付けないこととし、市民税課窓口に直接提出するよ
う案内いただくこととした。
　また、申請書に未記入がある場合は、申請者による追
記や職員の聞き取りによる職権での補記で対応すること
とした。

令
和
4
年
3
月
3
1
日

5 子
ど
も
部

次
世
代
育
成
課

補
助
金
等
交
付
事
務

地域子ど
も会活動
費補助金
（市子連
加入子ど
も会）

【指摘】
　豊田市職務権限規程別表第２において、
５００万円超１，０００万円以下の補助金
に係る予算執行伺の決定者は課長と定めら
れているが、当該補助金額は９００万円余
であるにもかかわらず、副課長が決定して
いた。
　また、５００万円超３，０００万円以下
の場合に必要となる財政課長の合議が行わ
れていなかった。

3
頁

5 Ａ：実施済
又は決定済

　令和３年１１月１０日課長決定、
財政課合議に変更し、決裁を取り直
した。

Ａ：実施済
又は決定済

　次年度分から職務権限規程を確認して決裁をするた
め、令和３年１１月１０日に決定書の記書きに決定区分
と合議の必要性を明記し、参考資料として職務権限規程
を添付するほか、事務を行うフォルダ内に職務権限規程
資料を保存した。

令
和
4
年
3
月
3
1
日

6 都
市
整
備
部

公
園
緑
地
つ
か
う
課

委
託
業
務

豊田市鞍
ケ池緑地
の管理運
営等に関
する指定
管理業務

【指摘】
　仕様書に規定されている通信設備保守点
検、消防用設備点検及び自家用電気工作物
保安管理の対象設備に、指定管理業務対象
外である動物園内の設備が含まれていた。
当該設備については指定管理業務とは別に
委託契約が締結されており、契約が重複し
ていた。

3
頁

6 Ａ：実施済
又は決定済

　令和３年１１月５日、事業者に説
明し、それぞれが保有する仕様書の
誤植箇所を修正。

Ａ：実施済
又は決定済

　本庁の当該実務担当者だけでなく、動物園管理事務所
の担当者もチェックする二重体制とする。また職場内の
情報共有を図り、類似案件の再発防止を図る。

令
和
4
年
3
月
3
1
日

7 企
画
政
策
部

企
画
課

委
託
業
務

小学校区
における
地域ぐる
みの定住
対策計画
策定支援
業務委託

【指摘】
　令和２年度包括外部監査の結果報告書に
おいて、企画課の業務委託について案件発
注決定書の執行の理由欄には専門性、経済
性、効率性、有効性の観点から、委託発注
する必要性を記載すべきと意見が付されて
いるが、当該委託の案件発注決定書の執行
の理由欄には適切な執行の理由が記載され
ていなかった。

4
頁

7 Ａ：実施済
又は決定済

　令和３年１０月２０日に外部に委
託すべき理由を追記し、管理職によ
り内容確認を行い処理した。

Ａ：実施済
又は決定済

・令和３年１０月２０日に委託事務の改正内容を課内で
共有したうえで、職員の再発防止を兼ねて全ての委託業
務の再点検を実施し適正な事務処理方法の再確認を行い
徹底を図った。
・あわせて既存の企画課委託管理台帳（企画課独自の業
務の進捗管理シート）に「執行の理由」欄のチェック項
目を設け、適正な内容が記載されていることを副課長が
確認できるようにした。

令
和
4
年
3
月
3
1
日
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№ 部 課

監
査
項
目

事業名等 監査結果

該
当
ペ
ー

ジ

該
当
箇
所

Ⅰ
「処理」の
実施状況

Ⅱ
「処理」の内容

Ⅲ
「再発防止
策」

又は「改善
策」の実施
状況

Ⅳ
「再発防止策」又は「改善策」の内容

最
終
回
答
基
準
日

8 生
涯
活
躍
部

文
化
財
課

委
託
業
務

豊田市史
資料調査
委託

【指摘】
　委託事務の手引において、予定価格は積
算した金額を超えてはならないとされてい
るが、主管課発注事務である本件では超え
た予定価格で決定されていた。

4
頁

8 Ａ：実施済
又は決定済

　正しい積算金額の予定価格調書を
作成した。

Ａ：実施済
又は決定済

　委託事務チェック表を使用し、担当者と検討者（複数
名）が書類内容・予算額・予定価格について齟齬がない
ことを確認することとする。

令
和
4
年
3
月
3
1
日

9 子
ど
も
部

保
育
課

委
託
業
務

豊田市立
こども園
樹木管理
業務委託

【指摘】
　令和３年４月１日契約にもかかわらず、
検査員及び監督員の任命がされていなかっ
た。

4
頁

9 Ａ：実施済
又は決定済

　令和３年１２月８日に検査員、監
督員を任命した。

Ａ：実施済
又は決定済

①確実にチェックシートの内容を確認し、漏れや不明点
がないよう事務を進めるために、委託契約書類一式の一
番上に「契約事務チェックリスト」をとじ、事務の進捗
の見える化を、令和３年１２月１０日に実施済み。
②年度当初案件については、「契約事務チェックリス
ト」を作成するとともに、担当者が変わっても事務が確
実に行えるようにするため、普段使用している引き継ぎ
用の箱に、４月１日以降にすべきことを表示すること
を、令和３年１２月１４日に決定した。

令
和
4
年
3
月
3
1
日

10 生
涯
活
躍
部

文
化
財
課

委
託
業
務

民芸館特
別展　展
示作品カ
バー他２
品目設営
委託

【指摘】
　契約書において、委託期間の開始日以前
に準備業務を行わせる仕様となっていた。

4
頁

1
0
Ａ：実施済
又は決定済

　契約書を仕様書どおりの準備期間
を設けた委託期間に修正した。

Ａ：実施済
又は決定済

　仕様内容を理解した上で契約書を作成するため、委託
業務の実務担当者と書類の作成者と委託内容について確
認、相互理解を図り、作成後に再度確認し、決裁を進め
る。

令
和
4
年
3
月
3
1
日

11 都
市
整
備
部

公
園
緑
地
つ
か
う
課

委
託
業
務

西山公園
清掃業務
委託

【指摘】
　豊田市業務委託事務要綱第１２条におい
て、契約の相手方を決定したときは遅滞な
く支出負担行為の手続をしなければならな
いとされているが、遅滞していた。

4
頁

1
1
Ａ：実施済
又は決定済

　令和３年１０月８日に支出負担行
為手続を実施。

Ａ：実施済
又は決定済

　契約者の決定は契約課、支出負担行為の手続きは当課
で行うため一工程にはできない。そのため、契約事務書
類チェックシートにより、契約締結前、契約後に起案
者、検討者でチェックを徹底。

令
和
4
年
3
月
3
1
日
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№ 部 課

監
査
項
目

事業名等 監査結果

該
当
ペ
ー

ジ

該
当
箇
所

Ⅰ
「処理」の
実施状況

Ⅱ
「処理」の内容

Ⅲ
「再発防止
策」

又は「改善
策」の実施
状況

Ⅳ
「再発防止策」又は「改善策」の内容

最
終
回
答
基
準
日

12 子
ど
も
部

保
育
課

委
託
業
務

豊田市立
こども園
樹木管理
業務委託

【指摘】
　豊田市業務委託事務要綱第１２条におい
て、契約の相手方を決定したときは遅滞な
く支出負担行為の手続をしなければならな
いとされているが、令和３年４月１日契約
にもかかわらず、行われていなかった。

4
頁

1
2
Ａ：実施済
又は決定済

　令和３年１０月２１日に支出負担
行為を行った。

Ａ：実施済
又は決定済

①確実にチェックシートの内容を確認し、漏れや不明点
がないよう事務を進めるために、委託契約書類一式の一
番上に「契約事務チェックリスト」をとじ、事務の進捗
の見える化を、令和３年１２月１０日に実施済み。
②年度当初案件については、「契約事務チェックリス
ト」を作成するとともに、担当者が変わっても事務が確
実に行えるようにするため、普段使用している引き継ぎ
用の箱に、４月１日以降にすべきことを表示すること
を、令和３年１２月１４日に決定した。

令
和
4
年
3
月
3
1
日

13 環
境
部

清
掃
業
務
課

委
託
業
務

ごみス
テーショ
ン管理シ
ステム運
用保守点
検業務委
託

【指摘】
　委託業務届出書において、業務の進捗管
理に必要な工程表が添付されていなかっ
た。

5
頁

1
3
Ａ：実施済
又は決定済

　工程表については速やかな提出を
求め、令和３年１２月３日に工程表
を受け取った。

Ａ：実施済
又は決定済

　現在、副課長が年度ごとに「委託業務等処理状況一覧
表」を作成して、セキュリティ、作業責任者等報告書及
び下請承認願の書類確認と、支払い漏れが起きないよう
請求書の消込を毎月行っている。
　今回受取りの漏れが発生してしまった書類を含めて、
委託業務等処理状況一覧表に確認が必要な項目（書類）
を追加していく。そして、一覧表の確認は、副課長、各
委託業務の監督員及び担当長と複数で行うよう改善を
図っていくことを、令和３年１２月１０日に決定した。
　令和４年３月３１日時点で、上記改善を反映した「令
和４年度用の委託業務等処理状況一覧表」を作成済みで
ある。

令
和
4
年
3
月
3
1
日

14 都
市
整
備
部

公
園
緑
地
つ
か
う
課

委
託
業
務

高橋東公
園始め２
４公園都
市公園維
持管理委
託（東部
その１）
ほか

【指摘】
　豊田市産業廃棄物の適正な処理の促進等
に関する条例第１１条第１項において、排
出事業者に義務付けられている契約前の処
理に係る廃棄物処理委託先の能力確認が行
われていなかった。

5
頁

1
4
Ａ：実施済
又は決定済

　令和３年１１月５日に施設の現場
確認を実施し、廃棄物処理委託先
チェック表を作成、書類に添付。

Ａ：実施済
又は決定済

　産業廃棄物の処理委託に関する事務確認票に記載があ
るため、契約前に起案者、検討者でチェックする。
　職場内の情報共有を図り、類似案件の再発防止を図
る。

令
和
4
年
3
月
3
1
日

15 子
ど
も
部

保
育
課

委
託
業
務

豊田市立
こども園
給食施設
汚泥・廃
油混合物
処理業務
委託

【指摘】
　豊田市産業廃棄物の適正な処理の促進等
に関する条例第１１条第１項において、排
出事業者に義務付けられている契約前の処
理に係る廃棄物処理委託先の能力確認が行
われていなかった。

5
頁

1
5
Ａ：実施済
又は決定済

　令和３年９月９日に保育課職員が
現地調査を実施し、契約後の処理状
況を確認するとともに処理能力の確
認を行った。

Ａ：実施済
又は決定済

　確実にチェックシートの内容を確認し、漏れや不明点
がないよう事務を進めるために、委託契約書類一式の一
番上に「契約事務チェックリスト」をとじ、事務の進捗
の見える化を、令和３年１２月１０日に実施済み。

令
和
4
年
3
月
3
1
日

－ 4 ／9－



№ 部 課

監
査
項
目

事業名等 監査結果

該
当
ペ
ー

ジ

該
当
箇
所

Ⅰ
「処理」の
実施状況

Ⅱ
「処理」の内容

Ⅲ
「再発防止
策」

又は「改善
策」の実施
状況

Ⅳ
「再発防止策」又は「改善策」の内容

最
終
回
答
基
準
日

16 子
ど
も
部

次
世
代
育
成
課

委
託
業
務

・豊田市
放課後児
童健全育
成事業
南東部ブ
ロック運
営業務委
託
ほか３件

【指摘】
　豊田市個人情報の取扱い及び情報セキュ
リティに関する特記第４条第１項におい
て、作業場所を定めて作業責任者等報告書
にて報告しなければならないとされている
が、空欄のままで受理されていた。

5
頁

1
6
Ａ：実施済
又は決定済

　作業場所について、各事業者に確
認をとり、作業責任者等報告書にて
報告を行わせた。

Ａ：実施済
又は決定済

　令和４年度契約締結時に作業場所の記載方法につい
て、委託事業者に周知を行った。毎年の契約締結時に周
知を行うようにする。

令
和
4
年
3
月
3
1
日

17 子
ど
も
部

次
世
代
育
成
課

委
託
業
務

放課後児
童クラブ
障がい児
巡回支援
業務委託

【指摘】
　豊田市個人情報の取扱いに関する特記に
おいて、第２条及び第３条が印字されてい
なかった。

5
頁

1
7
Ａ：実施済
又は決定済

　令和３年１２月９日に変更協議を
結び、変更後の内容で契約書を結ん
だ。

Ａ：実施済
又は決定済

　豊田市個人情報の取扱いに関する特記書類について、
担当長とダブルチェックを行い、正しい内容で契約を結
ぶ。

令
和
4
年
3
月
3
1
日

18 子
ど
も
部

次
世
代
育
成
課

委
託
業
務

京町自治
区地域子
どもの居
場所づく
り事業業
務委託ほ
か１０件

【指摘】
　個人情報を取り扱う事務の委託基準にお
いて、当該基準の対象となる業務の委託に
は契約書に個人情報の取扱いに関する特記
を添付することとされているが、添付され
ていなかった。

5
頁

1
8
Ａ：実施済
又は決定済

　令和４年度以降、個人情報の取扱
いに関する特記を添付することを決
定した。

Ａ：実施済
又は決定済

　令和４年度契約分より、豊田市個人情報の取扱いに関
する特記を添付した。

令
和
4
年
3
月
3
1
日

19 市
民
部

市
民
相
談
課

そ
の
他

法律相談
業務

【指摘】
　個人情報を取り扱う事務の委託基準にお
いて、当該基準の対象となる業務の委託に
は契約書に個人情報の取扱いに関する特記
を添付することとされているが、添付され
ていなかった。

5
頁

1
9
Ａ：実施済
又は決定済

　令和３年１０月１１日に「個人情
報の取扱いに関する特記」を追加
し、変更契約を締結した。

Ａ：実施済
又は決定済

　令和３年１０月７日に予備監査発見事項に関して根拠
や原因について課内で情報共有するとともに、再発防止
のため個人情報保護が必要な契約の取扱いについて、再
確認した。
　また、再発防止策として契約事務書類チェックリスト
を活用して業務を進めることとした。

令
和
4
年
3
月
3
1
日

－ 5 ／9－



№ 部 課

監
査
項
目

事業名等 監査結果

該
当
ペ
ー

ジ

該
当
箇
所

Ⅰ
「処理」の
実施状況

Ⅱ
「処理」の内容

Ⅲ
「再発防止
策」

又は「改善
策」の実施
状況

Ⅳ
「再発防止策」又は「改善策」の内容

最
終
回
答
基
準
日

20 環
境
部

清
掃
業
務
課

委
託
業
務

し尿収集
運搬業務
委託（豊
田地区ほ
か５地
区）（複
数単価契
約）

【指摘】
　委託契約書の個人情報の取扱いに関する
特記において、案件発注決定（市長決定）
時とは委託名の異なる改正前の特記が添付
されていた。

6
頁

2
0
Ａ：実施済
又は決定済

　令和３年１２月１０日、委託業者
側に事情を説明。変更協議を通じて
双方の担当の押印の基に正式な「個
人情報の取扱いに関する特記」を渡
し了解を得た。

Ａ：実施済
又は決定済

　主管課で作成する契約書（仕様書、特記等）について
は、担当者が製本前にクリップ留めの状態で担当長の確
認を受ける。担当長が確認後、会計年度任用職員に製本
を依頼。製本後、公印押印の前に担当者が最終確認を行
う流れとすることを、令和３年１２月１０日に決定し
た。

令
和
4
年
3
月
3
1
日

21 環
境
部

清
掃
施
設
課

委
託
業
務

緑のリサ
イクルセ
ンター運
転維持管
理業務委
託

【指摘】
　個人情報・重要情報預かり証において、
情報の名称（内容）欄に預けた情報の範囲
や数量などの詳細な記入がなかった。
　また、予定返却方法欄が未記入であっ
た。

6
頁

2
1
Ａ：実施済
又は決定済

　令和３年１２月１５日に個人情
報・重要情報預かり証への情報の名
称欄の詳細な記入及び予定返却方法
の記入を請負業者と協議し、再提出
させた。

Ａ：実施済
又は決定済

　令和３年１２月１７日から業務委託において、個人情
報・重要情報預かり証が提出されたときに、監督員と担
当長が記載ルールを明記したチェックリスト（新たに作
成）に基づき、記載内容の確認を行うこととした。

令
和
4
年
3
月
3
1
日

22 都
市
整
備
部

公
園
緑
地
つ
か
う
課

委
託
業
務

古瀬間墓
地公園維
持管理委
託

【指摘】
　個人情報・重要情報預かり証において、
情報の名称（内容）欄に預けた情報の範囲
や数量などの詳細な記入がなかった。
　また、予定返却方法欄が未記入であっ
た。

6
頁

2
2
Ａ：実施済
又は決定済

　令和３年１１月５日に、個人情
報・重要情報預かり証の情報の名称
欄への数量記入と返却方法欄への記
入を実施。

Ａ：実施済
又は決定済

　担当者だけでなく、検討者でチェックする。
　職場内の情報共有を図り、類似案件の再発防止を図
る。

令
和
4
年
3
月
3
1
日

23 都
市
整
備
部

公
園
緑
地
つ
か
う
課

委
託
業
務

西山公園
浄化槽維
持管理委
託

【指摘】
　令和３年４月１日に受託者から提出され
た委託業務下請負承認願について、承認の
決定は行われていたが、承認する旨の通知
が受託者に送付されていなかった。

6
頁

2
3
Ａ：実施済
又は決定済

　令和３年１１月３日、承認届を発
見後、令和３年１１月４日に受注者
に通知。

Ａ：実施済
又は決定済

　下請承認願の承認決定と承認通知は、一連の手続きで
あることの再認識を図ると共に、契約事務書類チェック
シートに「承認通知送付」の項目を追加し、起案者、検
討者でのチェックを徹底。

令
和
4
年
3
月
3
1
日

－ 6 ／9－



№ 部 課

監
査
項
目

事業名等 監査結果

該
当
ペ
ー

ジ

該
当
箇
所

Ⅰ
「処理」の
実施状況

Ⅱ
「処理」の内容

Ⅲ
「再発防止
策」

又は「改善
策」の実施
状況

Ⅳ
「再発防止策」又は「改善策」の内容

最
終
回
答
基
準
日

24 環
境
部

清
掃
施
設
課

委
託
業
務

渡刈ク
リーンセ
ンター包
括的運転
維持管理
業務委託

【指摘】
　豊田市渡刈クリーンセンター一般廃棄物
処理手数料の収納事務委託において、委託
先は当該収納事務を再委託してはいけない
ところ、市は収納事務の一部について第三
者への再委託を承認していた。

6
頁

2
4
Ｃ：実施し
ないことを
決定済

　５年間の包括的運転維持管理業務
委託期間中で、収納事務の一部の再
委託をただちに是正することは、雇
用に影響することから、令和４年４
月１日から是正することを令和３年
１２月１６日に決定した。

Ａ：実施済
又は決定済

　令和３年１２月１７日から料金の徴収、収納事務があ
る業務委託がある場合は、再委託がないことの確認につ
いて、監督員と担当長がチェックリスト（新たに作成）
に基づき行うこととした。

令
和
4
年
3
月
3
1
日

25 環
境
部

清
掃
業
務
課

公
有
財
産
の
管
理

行政財産
目的外使
用許可
（美里４
丁目ごみ
ステー
ション
電話柱）

【指摘】
　行政財産目的外使用許可書の使用期間が
終了しているにもかかわらず、引き続き使
用させ、使用料の徴収をしていた。

6
頁

2
5
Ａ：実施済
又は決定済

　財産管理課と協議して、新規の行
政財産目的外使用として申請しても
らい、許可することとした。そし
て、令和３年１１月２５日にＮＴＴ
に行政財産目的外使用の申請手続き
を行うよう依頼しており、書類が届
きしだい審査し許可する予定であ
る。

Ａ：実施済
又は決定済

　行政財産目的外使用の案件ごとにファイリングし、そ
れぞれ最新の許可書をファイルの頭にとじることにす
る。また、行政財産目的外使用の台帳も作成して管理を
行い、だれが確認を行っても最新の状況が把握できるよ
うに「見える化」を図っていくことを、令和３年１２月
１０日に決定した。
　令和４年３月３１日時点では、許可案件ごとに台帳を
作成し、許可書を台帳順にバインダーにファイリングし
て、改善を実施している。

令
和
4
年
3
月
3
1
日

26 生
涯
活
躍
部

文
化
財
課

公
有
財
産
の
管
理

県有財産
無償貸付
契約（猿
投棒の手
ふれあい
広場）

【指摘】
　財産の借入れを決定するときは、豊田市
職務権限規程別表第１により決定権者の決
定を受けなければならいとされているが、
決裁文書の起案及び決定行為が行われてい
なかった。

6
頁

2
6
Ａ：実施済
又は決定済

　遡及して決裁を行い決定した。 Ａ：実施済
又は決定済

　県有財産無償貸付契約（猿投棒の手ふれあい広場）事
務に関する引継書に、契約更新時（令和７年度）決定行
為が必要なことを明記した。

令
和
4
年
3
月
3
1
日

27 子
ど
も
部

次
世
代
育
成
課

公
有
財
産
の
管
理

土地使用
貸借契約
（逢妻ふ
れあい子
ども館駐
車場用
地）

【指摘】
　豊田市公有財産管理規則第２８条及び第
２９条において、普通財産の貸付けを行う
場合は、相手方からの公有財産借受申請書
の提出を受けて貸付けの手続を行うことと
されているが、当該貸付けに係る公有財産
借受申請書がなかった。
　また、豊田市職務権限規程別表第１にお
いて、普通財産の貸付けを決定する場合
は、財産管理課長の合議が必要であるが、
合議がされていなかった。

7
頁

2
7
Ａ：実施済
又は決定済

　令和３年１１月３０日、遡って相
手方に申請書を提出してもらい、財
産管理課長の合議をとった。

Ａ：実施済
又は決定済

　財産区分が変わった場合の取扱い変更事項の資料を作
成。課内に注意喚起・周知を徹底する。また、事務を行
うフォルダ内に資料を保管することを令和３年１２月１
０日に決定した。

令
和
4
年
3
月
3
1
日

－ 7 ／9－



№ 部 課

監
査
項
目

事業名等 監査結果

該
当
ペ
ー

ジ

該
当
箇
所

Ⅰ
「処理」の
実施状況

Ⅱ
「処理」の内容

Ⅲ
「再発防止
策」

又は「改善
策」の実施
状況

Ⅳ
「再発防止策」又は「改善策」の内容

最
終
回
答
基
準
日

28 子
ど
も
部

次
世
代
育
成
課

公
有
財
産
の
管
理

行政財産
目的外使
用許可
（逢妻ふ
れあい子
ども館）

【指摘】
　当該土地は用途廃止により行政財産から
普通財産に変更されており、電話柱１本及
び電柱１本の使用については、土地賃貸借
契約を締結すべきであったところ、行政財
産目的外使用許可のままとなっていた。

7
頁

2
8
Ａ：実施済
又は決定済

　令和３年４月１日に遡り、土地賃
貸借契約に変更することを令和３年
１２月１７日に決定。

Ａ：実施済
又は決定済

　財産区分が変わった場合の取扱い変更事項の資料を作
成。課内に注意喚起・周知を徹底する。また、事務を行
うフォルダ内に資料を保管することを令和３年１２月１
０日に決定した。

令
和
4
年
3
月
3
1
日

29 企
画
政
策
部

未
来
都
市
推
進
課

物
品
の
管
理

ノートパ
ソコンの
管理

【指摘】
　豊田市物品管理規則第１０条において、
物品取扱員は、備品に標識（備品ラベル）
を付さなければならないとされているが、
付されていなかった。

7
頁

2
9
Ａ：実施済
又は決定済

　令和３年１０月１９日に、当該
ノートパソコンに備品ラベルを貼り
付けた。

Ａ：実施済
又は決定済

　豊田市物品管理規則の徹底を課員に周知した。 令
和
4
年
3
月
3
1
日

30 企
画
政
策
部

企
画
課

物
品
の
管
理

切手等受
払い管理
簿

【指摘】
　切手の管理において、使用者と確認者が
同一になっている箇所があった。

7
頁

3
0
Ａ：実施済
又は決定済

　令和３年１２月６日に上位職によ
り切手を使用した通知案件の再確認
を行ったうえ押印処理した。

Ａ：実施済
又は決定済

・令和３年１２月６日に記載内容の確認は庶務担当長、
庶務担当長が使用する場合及び不在の場合は他の担当長
以上が行うことを決定した。
・切手等受払い管理簿の保管場所に「記入例」を印刷し
て保管し、記載上の注意事項を確認できる状態とした。
（課内周知）
・切手等管理方法の自主点検結果（１２月２８日通知）
をもとに、課内で不備事項や注意内容を共有し、事務ミ
ス防止の徹底を図った。

令
和
4
年
3
月
3
1
日

31 子
ど
も
部

次
世
代
育
成
課

物
品
の
管
理

切手等受
払い管理
簿

【指摘】
　切手の管理において、使用者と確認者が
同一になっている箇所があった。

7
頁

3
1
Ａ：実施済
又は決定済

　令和３年１０月２５日に改めて注
意事項に従い、同一でない確認者が
確認・押印を実施した。

Ａ：実施済
又は決定済

　令和３年１０月２５日に、注意事項の確認ミスを防ぐ
ため、使用する行に注意事項を付記した付箋を貼り、そ
れを確認してから記入・押印するようにした。

令
和
4
年
3
月
3
1
日

－ 8 ／9－



№ 部 課

監
査
項
目

事業名等 監査結果

該
当
ペ
ー

ジ

該
当
箇
所

Ⅰ
「処理」の
実施状況

Ⅱ
「処理」の内容

Ⅲ
「再発防止
策」

又は「改善
策」の実施
状況

Ⅳ
「再発防止策」又は「改善策」の内容

最
終
回
答
基
準
日

32 環
境
部

ご
み
減
量
推
進
課

物
品
の
管
理

切手等受
払い管理
簿

【指摘】
切手の管理において、使用者と確認者が同
一になっている箇所があった。

7
頁

3
2
Ｄ：実施す
ることがで
きない

　事後であり、実施することができ
ない。

Ａ：実施済
又は決定済

・使用者と確認者を同一にしないことを課内周知。
・やむを得ない理由により、使用者と確認者が同一と
なった場合は、できる限り同日中に管理職等へ報告し、
残数等の確認を共に実施した上で、確認者印として追加
押印する（対応方法については、（総）庶務課に確認済
み）。

令
和
4
年
3
月
3
1
日

33 都
市
整
備
部

公
園
緑
地
つ
く
る
課

物
品
の
管
理

切手等受
払い管理
簿

【指摘】
　切手の管理において、前月からの繰越枚
数や受入枚数を確認した際は、切手等受払
い管理簿の確認者欄に押印すべきところ、
押印されていないものがあった。

7
頁

3
3
Ａ：実施済
又は決定済

　令和３年１１月５日に枚数確認の
うえ確認者欄に押印をした。

Ａ：実施済
又は決定済

　令和３年１２月７日に指摘事項の課内周知を実施し
た。
　同日、管理簿の見やすい場所に注意事項を貼付した。

令
和
4
年
3
月
3
1
日

34 都
市
整
備
部

公
園
緑
地
つ
か
う
課

物
品
の
管
理

切手等受
払い管理
簿

【指摘】
　切手の管理において、１４０円切手が１
２枚保管されていたが、切手等受払い管理
簿には、１１枚と記載されていた。（鞍ケ
池公園分）

8
頁

3
4
Ａ：実施済
又は決定済

　令和３年１０月２９日に切手管理
簿の受入、保管残枚数を訂正。

Ａ：実施済
又は決定済

　事務所金庫に保管されている切手使用時に、必ず使用
者と物品取扱員それぞれが管理簿の払い出し、受入れ及
び保管枚数の確認をする。毎月末には、管理簿と実際の
切手等の残数の検査後、物品管理者（所属長）による確
認を徹底する。

令
和
4
年
3
月
3
1
日

35 環
境
部

清
掃
業
務
課

そ
の
他

公印の管
理

【指摘】
　豊田市公印規則第４条において、公印使
用者は決定書等を管理者へ提示し、管理者
から公印の使用承認を受けてから使用する
こととされているが、決定を受ける前に公
印が使用されていた。

8
頁

3
5
Ａ：実施済
又は決定済

　決定書に添付されていた誤った許
可書は、令和３年１１月３０日に破
棄している。

Ａ：実施済
又は決定済

　公印確認者は公印使用者に対して、決定書等を公印管
理者に提示してから押印するルールを徹底させるよう、
令和３年１２月１０日に決定した。

令
和
4
年
3
月
3
1
日
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